
②に示した活動について、活動先で手帳にスタンプを
押してもらいます。ポイントの概要は以下のとおりです。
●1ポイント＝100円換算
●おおむね1時間で１ポイント付与
●1日の上限は2ポイント
●年間の上限は50ポイント（5,000円換算）

ポイントをもらう

■高齢者支え合いポイントとは…
　この事業は、ボランティア活動を通じ、積極的な社会参加、地域で支え合うまちづくりを推進するとともに、介護予
防にも役立てていただくことを目的としています。
　65歳以上の方が介護保険施設や地域でのボランティア活動（サロン・配食サービスなど町が認めた活動）に参加し、その
実績に応じて付与されるポイントに対し、年間上限5,000円の交付金を受け取ることができます。

●ボランティア保険について
登録された方は全て「ボランティア保険」に加入します。ケ
ガや事故などの場合に所定の補償がありますので、安心し
て活動していただけます。

問い合わせ先　保健福祉課介護高齢係（31）2512

御代田町高齢者支え合いポイント制度御代田町高齢者支え合いポイント制度
登録者募集のお知らせ登録者募集のお知らせ

平成30年度平成30年度

■申し込み・登録手順

対象： 65歳以上で、町が指定するボランティア活動
に参加できる方

申込： 保健福祉課介護高齢係が窓口です。
　　  申込書、個人情報保護に関する同意書に必要事

項を記載していただき、後日「支え合いポイン
ト手帳」を交付します。

登録（3月12日㈪受付開始）

■現在の登録者は20名。 交付金は、自分へのご褒美や活動費用の補てん、
介護事業所への寄付など、活用しています！

人とのつながりと自分の健康のため。
生きがいづくりのきっかけとして、
ご参加をお待ちしています！
※随時相談等受け付けています。

ポイントの対象活動は下記の町が認めた活動のみと
します。
○ 町内介護保険施設、有料老人ホーム等における、話
し相手や洗濯物の整理、掃除、外出付き添い等のボ
ランティア活動（活動内容は各施設により異なります）。
○サロン、配食等高齢者を対象とした地域活動。
※活動内容の詳細はお問い合わせください

活動（4月1日㈰～ポイント付与）

町に「ポイント活用申請書」を提出し、③で貯めたポ
イントを交換します。交付金は口座振替とさせてい
ただきます。

ポイントを交換する
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 救急車適正利用のお願い
　近年、救急車の出動件数・搬送人員数は年々増加しており、救急車が現場へ到着するまでの時間
も遅くなってきています。
　救急車で病院へ搬送された人の約半数は、入院治療の必要がない「軽症」とされる方です。中には、
明らかに救急車の必要がないものもあります。
　例えば…、

　結果として、緊急性の高
い方への対応が遅れてしま
います。

　とは言え、本当は救急車
が必要なのに通報をため
らってしまうと更に重症化
する場合もあります。右の
ような症状が出た場合は、
躊
ちゅう

躇
ちょ

せずに119番通報して
ください。
　また、救急車が必要かど
うか迷った時も119番、も
しくは御代田消防署（32）
0119へお問い合わせくだ
さい。

　救急車や救急医療には限
りがあります。救える命を
救うために、救急車の適正
な利用をお願いします。

※ 救急車要請のポイントは
総務省消防庁のホーム
ページに掲載されていま
すので参考にしてくださ
い。

こうしたケースで救急車が呼ばれました  ～本当に必要か考えてみましょう～
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